
 

６９歳以下の方 ７０歳以上の方 １食当たりの金額 

住民税課税世帯（区分ア～エ） 住民税課税世帯 １食５１０円 

住民税非課税世帯（区分オ） 

※９０日までの入院 

住民税非課税世帯（区分Ⅱ） 

※９０日までの入院 
１食２４０円 

住民税非課税世帯（区分オ） 

※９０日超入院 

住民税非課税世帯（区分Ⅱ） 

※９０日超入院 
１食１９０円 

 住民税非課税世帯（区分Ⅰ） １食１１０円 

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による 

療養の給付等の取り扱い及び担当に関する基準の変更 

●食事療養について 

当院では入院時食事療養費（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によ

って管理された食事を随時、適温で提供しています。 

また、選択メニューを実施しており、患者さんが選択した食事を定めら

れた日に提供します。選択メニューについては、特別な自己負担はあり

ません。なお、メニューおよび曜日については別途掲示しております。 

［食事提供時間］ 

朝食：午前 7 時 / 昼食：午後０時 / 夕食：午後６時以降 

※指定難病をお持ちの方で住民税課税世帯の方は１食につき３００円です 

●生活療養について 

６５歳以上の回復期リハビリテーション病棟へご入院中で対象外の方

の「区分Ⅰ」の食費は１食１４０円、「区分Ⅱ」の食費は１食２３０円

となります。 


